
 

１ 台風１５号に対する初動対応について 

 問１ 貴市町村では、いつから台風 15 号への警戒体制(警戒本部設置等)を 

とりましたか。該当する選択肢の番号のうち、ひとつだけ回答して下さい。 

 

 台風１５号への警戒体制について、県内全市町村の８７％にあたる４７団体

が９月８日から警戒体制をとっていた。また、９月９日から警戒体制をとって

いた団体、警戒体制をとらなかった団体は、それぞれ２％（１団体）だった。 

 

 問２ 貴市町村では、災害対策本部を設置しましたか。設置したのはいつ  

ですか。                    

 

災害対策本部の設置状況について、県内全市町村の５０％にあたる２７団体

が９月１０日までに災害対策本部を設置していた。また、災害救助法適用地域

では、６１％の２５団体が９月１０日までに災害対策本部を設置していた。 
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88%

87%
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災害救助法

適用外市町村

災害救助法

適用市町村

県内全市町村

9月8日 9月9日 9月10日 警戒体制はとらなかった その他

n:54

n:41

n:13
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85%

39%
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適用外市町村
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9月8日 9月9日 9月10日 設置しなかった

n:54
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n:13

参考資料（市町村へのアンケート結果） 
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２ 市町村庁舎における停電発生状況や自家発電設備の稼働等に 

ついて 

問５ 貴市町村の庁舎において、停電(自家発電に切り替わるまでの一時的な停

電を除く)は発生しましたか。該当する番号を記入してください。 

 

庁舎での停電発生状況について、県内全市町村の３５％にあたる１９市町村

からは、「停電が発生し、自家発電も使用できなかった」、「停電が発生したが、

自家発電に切り替わり、電気は確保できた」と回答があった。停電が発生した

団体では、自家発電設備を使用し、電気の確保に努めている。（「停電が発生し、

自家発電も使用できなかった」と回答した１団体でも、自家発電装置を災害対

策本部のある庁舎内の照明に使用していた。しかし、使用できない自家発電装

置が多かったため、「停電が発生し、自家発電も使用できなかった」との回答を

選択しているとのことであった。） 
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災害救助法

適用外市町村

災害救助法

適用市町村

県内全市町村

停電が発生し、自家発電も使用できなかった

停電が発生したが、自家発電に切り替わり、電気は確保できた

停電は発生していない

n:54

n:41

n:13
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３ 県と市町村、市町村と支所等、市町村と住民との連絡（通信） 

手段について 

 問６ 9 月 9 日～9 月 11 日にかけて貴市町村庁舎と県本庁(災対本部等)の

間の通信状況についてお聞きします。以下に挙げた通信手段の使用可能 

状況を教えてください。              

（１）固定電話 

 

 固定電話の通信状況について、県内全市町村の６９％にあたる３７団体は「支

障なし」と回答している。一方、２８％にあたる１５団体は「一部（一時）使用

できなかった」と回答し、２％にあたる１団体は、「ずっと使用できなかった」

と回答している。 

（２）携帯電話 

 

携帯電話の通信状況について、県内全市町村の５０％にあたる２７団体は「支

障なし」と回答している。一方、３１％にあたる１７団体は「一部（一時）使用

できなかった」と回答し、２％にあたる１団体は、「ずっと使用できなかった」

と回答している。 
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適用市町村
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支障なし 一部（一時）使用できなかった ずっと使用できなかった 不明

n:54
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災害救助法

適用市町村

県内全市町村

支障なし 一部（一時）使用できなかった ずっと使用できなかった 不明

n:54

n:41

n:13
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（３）衛星携帯電話 

 

衛星携帯電話の通信状況について、県内全市町村の３３％にあたる１８団体

からは「支障なし」と回答している。一方、４％にあたる２団体からは「一部

（一時）使用できなかった」と回答しており、「ずっと使用できなかった」と回

答した団体はなかった。また、４３％にあたる２３団体からは「保有せず」と

の回答だった。 

（４）県防災情報システム 

 

県防災情報システムの通信状況について、県内全市町村の８０％にあたる 

４３団体からは「支障なし」と回答している。一方、２０％にあたる１１団体

は「一部（一時）使用できなかった」と回答しており、「ずっと使用できなかっ

た」と回答した団体はなかった。 
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適用外市町村

災害救助法

適用市町村
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支障なし 一部（一時）使用できなかった ずっと使用できなかった 不明 保有せず
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支障なし 一部（一時）使用できなかった ずっと使用できなかった 不明 使用しなかった

n:54

n:41

n:13
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（５）県防災行政無線 

（地上系と衛星系を区別していない３７団体） 

 

県防災行政無線の通信状況について、地上系と衛星系を区別していない３７

団体では、回答団体の７３％にあたる２７団体は「支障なし」と回答している。

１４％にあたる５団体は「一部（一時）使用できなかった」と回答しており、 

「ずっと使用できなかった」と回答した団体はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89%

68%

73%

0%

18%

14%

0%

0%

0%

0%

7%

5%

11%

7%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

災害救助法
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支障なし 一部（一時）使用できなかった ずっと使用できなかった 不明 使用しなかった

n:37
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n:9

149



（地上系と衛星系を区別している１７団体） 

【県内全地域】 

 

【災害救助法適用地域】 

 

【災害救助法適用外地域】 

 

県防災情報システムの通信状況について、地上系と衛星系を区別している 

１７団体では、地上系について、「ずっと使用できなかった」と回答した団体が

６％（１団体）だった。衛星系については、「ずっと使用できなかった」、「一部

（一時）使用できなかった」との回答はなく、「支障なし」との回答が７１％、

「使用しなかった」との回答が２９％だった。 
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問６-１ 問 6 (1)～(5)の通信手段の全てが使えなくなった時期はありました 

か。                    

 

全ての通信手段が使用できない時期の有無について、県内全市町村の９８％

にあたる５３団体が「なし」と回答し、２％にあたる１団体が「不明」と回答し

ており、「あり」と回答した団体はなかった。 

災害救助法適用地域では、全４１市町村が「なし」と回答し、「あり」、「不明」

と回答した団体はなかった。 
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あり なし 不明
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問 6-5-1 県防災情報システムに関して、操作が煩雑、定性的被害の報告が 

しにくい等のご意見があれば、記入して下さい。    （自由記載） 

【主な意見の要旨】 

○被害報告を一括で行いたい、１件ずつの入力はできない。 

・被害報告を一括取り込みしたい。 

・今回の台風 15 号は、住宅被害が多く発生したため、入力は困難。 

 

○操作しづらい、入力しにくい。 

・操作しづらい。 

・入力した履歴が残らない。（避難者の人数等） 

 

○システムが重い、フリーズする、ネットワーク遅延が生じた。 

・システムが全体的に重いため、作業に時間を要する。 

・データ更新に時間がかかる。 

 

○報告ルールを変更しないでほしい、報告の仕方が定まっていない。 

 

○システムが煩雑、簡易化してほしい。 

・システムが煩雑なため、情報を入力している人的・時間的な余裕がない。 

・被害に関する報告等は、災害対応等と並行して行うものであり、情報入力

等に係る操作を、より簡易的なものにしていただきたい。 

 

○防災情報システムで入力しているにも関わらず、重複する別の照会があ 

る。 

 

○県の報道発表に使用されるため、不確定な情報を即時入力できない。 

 

 

 

 

 

 

 

152



４ 貴市町村による被害情報の収集と県への報告について 

問 13 貴市町村が管内の被害の概要を把握できたのはいつ頃ですか。選択肢 

の番号のうち、ひとつだけ回答して下さい。 

 

管内の被害の概要を把握できたのは、県内全市町村では９月９日、９月１０

日合わせて５６％にあたる３０団体が発災直後に被害の概要が把握できたと回

答。 

また、災害救助法適用地域では、９月９日、９月１０日合わせて４４％の  

１８団体、災害救助法摘要外地域については、９２％にあたる１２団体が回答。 
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災害救助法
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適用市町村

県内全市町村

9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日以降 不明

n:54  

n:41  

n:13  
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問 14 貴市町村では、被害の概要を把握する上で障害になったことはありま

すか。以下の中から該当するもの全ての番号を記入して下さい。 

（複数選択） 

 

 各市町村において、被害を把握するうえで障害になった要因として「停電の

長期化」であり５９％にあたる３２団体（災害救助法適用地域では７６％３１

団体）となった。次いで「倒木が多かったこと」であり、５６％にあたる３０団

体（災害救助法適用地域では５６％２３団体）となった。 
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22%

41%

17%

44%

59%

56%

11%
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54%

27%

49%
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15%
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54%

31%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通信回線の障害や復旧の遅れ

道路の不通や障害の発生

被災地域が広かったこと

管轄地域が広かったこと

被害調査職員の不足

停電の長期化

倒木が多かったこと

その他

無回答

県内全市町村 災害救助法適用市町村 災害救助法適用外市町村n:41 n:13n:54 
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５ 貴市町村における千葉県への被害状況に関する報告について 

問 15 貴市町村が最初に千葉県に報告したのは、いつですか。 

 

 各市町村が県に対して第１報の報告を行った時期として、５０％にあたる 

２７団体が発災直後に報告を行っている。 

【主な報告内容】 

・人的被害 ・住家被害 ・停電情報 ・倒木被害 

問 16 県への２回目の報告はいつですか。 

 

各市町村が県に対して第２報の報告を行った時期として、９月９日もしくは、

１０日と回答し市町村は、３５％にあたる１９団体であった。 

また、９月１２日以降もしくは不明と回答したところは、５９％にあたる３

２団体であった。 

【主な報告内容】 

・人的被害 ・住家被害 ・停電情報 ・倒木被害の続報等 
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問 17 貴市町村が千葉県に被害状況の報告等を行う上で障害になったことは

ありますか。以下の中から該当するもの全ての番号を記入して下さい。 

（複数選択） 

 

 各市町村が報告を行う上で障害になったことについて、県内全市町村の  

８３％にあたる、４５団体が「担当職員が住民対応等に追われ、報告等を行う

余裕がなかった」と回答をしている。 

 また、６９％にあたる、３７団体が「正確な被害情報がなかなか把握できず、

県への報告を行うことがすぐにはできなかった」と回答をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

19%

69%

11%

2%

83%

22%

76%

10%

2%

85%

8%

46%

15%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

担当職員が住民対応等に追われ、

報告等を行う余裕がなかった

報告等をしようと思っても通信

がうまくつながらなかった

正確な被害情報がなかなか把握

できず、県への報告を行うことが

すぐにはできなかった

その他

無回答

県内全市町村 災害救助法適用市町村 災害救助法適用外市町村n:54 n:41 n:13
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問 18 貴市町村が県に被害状況を知らせる方法に関して改善が必要と感じた

ことがありますか。以下の中から該当するもの全ての番号を記入して下

さい。                                   （複数選択） 

 

 被害状況を知らせる方法に関して改善が必要と感じたことについて、県内全

体市町村の８３％にあたる、４５団体が、防災情報システムのフォーマットを

被害規模など詳細がわからない場合でも入力しやすい形（概数でも報告できる

よう）に変更して欲しいとの意見であった。 

 また、４８％にあたる２６団体が「被災市町村職員が入力するのではなく、

県職員が来て自ら入力する方式に変更」と回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

48%

19%

31%

13%

2%

83%

51%

20%

32%

15%

2%

85%

38%

15%

31%

8%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

防災情報システムのフォーマットを被害規模

など詳細がわからない場合でも入力しやすい

形（概数でも報告できるよう）に変更

被災市町村職員が入力するのではなく、

県職員が来て自ら入力する方式に変更

県職員が電話等で被災市町村職員から

聞き取り、入力する方式に変更

通信手段の一層の強靭化

その他

無回答

県内全市町村 災害救助法適用市町村 災害救助法適用外市町村n:54 n:41 n:13
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問 19 以下に、今後、災害時の被害調査に関して千葉県が市町村支援として

行えそうなことを挙げました。この中で、貴市町村が望ましいとお考えに

なるものを全て選び、番号を記入して下さい。          （複数選択） 

 

 災害時の被害調査に関して千葉県が市町村支援について、県内全体市町村の

９３％にあたる、５０団体が、県職員を早い段階で市町村へ派遣し、被害調査

を支援して欲しいとの意見であった。 

 また、４４％にあたる２４団体が早い段階でヘリコプターや航空機を飛ばし、

その映像を市町村に提供して欲しいとの意見であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44%

93%

11%

4%

51%

90%

15%

5%

23%

100%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

早い段階でヘリコプターや航空機

を飛ばし、その映像を市町村に提供

県職員を早い段階で市町村へ

派遣し、被害調査を支援する

その他

無回答

県内全市町村 災害救助法適用市町村 災害救助法適用外市町村n:54 n:41 n:13
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６ 千葉県による市町村連絡員（リエゾン）の派遣について 

問 2２ 被災市町村が市町村連絡員(リエゾン)に期待する業務は何でしょうか。 

以下の中から該当するもの全ての番号を記入して下さい。   （複数選択） 

 

 被災市町村が市町村連絡員(リエゾン)に期待する業務について、県内全体市

町村の９６％にあたる、５２団体が、市町村が必要とする救援物資の把握（推

定）及び県への要請をして欲しいとの意見であった。 

 また、９４％にあたる５１団体が、県が保有する、利用可能な支援物資や資

機材の情報提供して欲しいとの意見であった。 

 併せて、８７％にあたる４７団体が県の対応に関する情報提供して欲しいと

の意見であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

94%

96%

78%

17%

88%

95%

100%

78%

17%

85%

92%

85%

77%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

県の対応に関する情報提供

県が保有する、利用可能な

支援物資や資機材の情報提供

市町村が必要とする救援物資の

把握（推定）及び県への要請

市町村が必要とする派遣職員の

職種（専門）と人数の把握（推定）

及び県への要請

その他

県内全市町村 災害救助法適用市町村 災害救助法適用外市町村n:54 n:41 n:13
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問 23 以下に、今後、市町村連絡員(リエゾン)について、千葉県が取り組む 

   べき対策を挙げました。このうち貴市町村が望ましいと考える対策の番 

号を全て記入して下さい。                   （複数選択） 

 

 被災市町村が市町村連絡員(リエゾン)に期待する業務について、県内全体市

町村の８１％にあたる、４４団体が市町村連絡員（リエゾン）が支援業務をし

っかり行えるように事前研修や訓練を充実させてして欲しいとの意見であっ

た。 

 また、７８％にあたる４２団体が市町村連絡員（リエゾン）の派遣時期を可

能な限り早くして欲しいとの意見であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78%

81%

46%

39%

6%

78%

83%

41%

34%

5%

77%

77%

62%

54%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市町村連絡員（リエゾン）の派遣時期を

可能な限り早くする

市町村連絡員（リエゾン）が支援業務を

しっかり行えるように事前研修や

訓練を充実させる

市町村連絡員（リエゾン）を事前に

指名し、訓練時等に市町村担当職員を

顔合わせをしておく

市町村連絡員（リエゾン）は派遣

市町村もしくは近くに居住している

県職員を事前に指名する

その他

県内全市町村 災害救助法適用市町村 災害救助法適用外市町村n:54 n:41 n:13
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問２５ 県の市町村連絡員（リエゾン）について、何かご意見・要望があれば、

御記入ください。                   （自由記載） 

【主な意見の要旨】 

○防災の知識や専門的な知識を有した職員を派遣して欲しい、県の関係機関

とやり取りができる職員が欲しい。 

・県災害対策本部と直接やり取りできるリエゾンが早期に必要 

・千葉県への報告・連絡・相談役を担ってほしい。 

 

○派遣されるリエゾン職員の事前の情報提供 

・派遣された連絡員が、その時点で何ができるか教示してもらえれば、活か

しやすいと考える。 

・災害時に備え、日頃から町と連絡員とで連絡を取り合える環境が望ましい

と考えます。 

 

○リエゾン職員の早期派遣 

 

○リエゾン職員に業務の支援をして欲しい。 

・災害時は，非常に困惑し住民の苦情対応で県へ報告する余裕がないため，

報告に関しては，リエゾンの力をお借りしたい。 
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７ 支援物資の調達・配送等について 

問 2７ 貴市町村で住民等からの支援物資の要請のうち特に対応に苦慮した

ものは何ですか。最も苦慮したものをひとつだけ選び、その番号を記

入して下さい。 

 

支援物資の要請のうち特に対応に苦慮したものについて、最も多かったもの

として、回答のあった市町村の４９％にあたる、２５団体（災害救助法適用地

域においては、６０％にあたる２４団体）がブルーシートと回答している。 

また、２０％にあたる１０団体（災害救助法適用地域においては、２５％  

１０団体）が非常用電源の確保に苦慮したと回答した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9%

60%

49%

0%

3%

2%

0%

25%

20%

0%

0%

0%

9%

3%

4%

82%

10%

25%

18%

3%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

災害救助法

適用外市町村

災害救助法

適用市町村

県内全市町村

ブルー（防水）シート 飲料水

非常用電源 燃料（ガソリン等）

その他 特に対応に苦慮したものはない

無回答

n:54

n:41

n:13
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問 29 千葉県による支援物資の対応については、以下のようなことがありま 

したか。以下の中から該当するもの全ての番号を記入して下さい。               

（複数選択） 

 

千葉県による支援物資の対応について、県内全体市町村の４６％にあたる、  

２５団体（災害救助法適用地域においては、５９％２４団体）が「支援物資を

県の備蓄倉庫まで取りに行く必要があった」と回答をしている。 

また、４１％にあたる２２団体（災害救助法適用地域においては、４６％  

１９団体）が、千葉県が備蓄している支援物資の種類や量、備蓄場所等の情報

がなく、県への要請がしにくかったとのことであった。 

 

 

 

 

 

 

11%

46%

4%

41%

17%

11%

22%

15%

59%

5%

46%

22%

10%

12%

0%

8%

0%

23%

0%

15%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

支援物資を要請しても、

なかなか届かなかった

支援物資を県の備蓄倉庫

まで取りに行く必要があった

支援物資を要請したが、

断られることがあった

千葉県が備蓄している支援物資の

種類や量、備蓄場所等の情報がなく、

県への要請がしにくかった

県の職員が公用車等で

物資を運んできた

その他

無回答

県内全市町村 災害救助法適用市町村 災害救助法適用外市町村n:54 n:41 n:13
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問 30 千葉県の支援物資について、今後、どのような改善すべきだと思います

か。以下の中から該当するもの全ての番号を記入して下さい。（複数選択） 

 

千葉県の支援物資について、今後の改善について、県内全体市町村の８３％

にあたる、４５団体が「県が保有している支援物資のリストを市町村に事前配

布」との意見であった。 

また、６１％にあたる３３団体が、支援物資を迅速に被災市町村に届けるた

め災害時の車両確保対策を強化して欲しいとのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

61%

56%

33%

15%

83%

61%

54%

24%

15%

85%

62%

62%

62%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

県が保有している支援物資のリストを

市町村に事前配布

支援物資を迅速に被災市町村に届るため

災害時の車両確保対策を強化

支援物資の調達や輸送に関して、

国や九都県市等との連携を強化

県の支援物資の備蓄場所を見直して、

市町村役場の近くに配置する

その他

県内全市町村 災害救助法適用市町村 災害救助法適用外市町村n:54 n:41 n:13
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問 31 千葉県地域防災計画では、「県からの救援物資の供給支援は、被災市町

村からの具体的な要請に基づいて行うことを原則とする」(プル型)とさ

れています。 

また、「壊滅的な被害を受けたことにより行政機能が低下し、物資の支

援要請を行う余力がないと推測される市町村に対しては、要請を待たず

に、需要を推計の上、必要最低限の水、食料、生活必需物資等を送り込

む『プッシュ型』による供給を行う」とされています。この点について、

貴市町村では、どのようにお考えでしょうか。選択肢の番号のうち、  

ひとつだけ回答して下さい。 

 

千葉県による支援物資の『プッシュ型』対応について、県内全体市町村の  

７２％にあたる、３９団体が「市町村連絡員（リエゾン）をできる限り早く市

町村災対本部に派遣し市町村ニーズを把握し、これに基づき県が物資支援を行

うべき」と回答をしている。 

また、１３％にあたる７団体が、「壊滅的な被害を受けたことにより行政機能

が低下し」の部分を削除した内容のプッシュ型にするとの意見であった。 

 

23%

12%

15%

8%

15%

13%

69%

73%

72%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

災害救助法

適用外市町村

災害救助法

適用市町村

県内全市町村

現状のままでよい

上記の「壊滅的な被害を受けたことにより行政機能が低下し」の部分を削除した内容のプッ

シュ型にする
市町村連絡員（リエゾン）をできる限り早く市町村災対本部に派遣し市町村ニーズを把握し、

これに基づき県が物資支援を行うべき
その他

n:54

n:41

n:13
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問 32 県からの備蓄物資の供給について、運送事業者による貴市町村への搬

送がすぐにはできない場合、貴市町村では、どのような対応が可能です

か。選択肢の番号のうち、ひとつだけ回答して下さい。                           

 

県からの備蓄物資の供給について県からの備蓄物資の供給について各市町村

対応可能な内容について、県内全体市町村の４１％にあたる、２２団体（災害

救助法適用地域においては、４６％１９団体）が「地域振興事務所までなら取

りに行ける」と回答をしている。 

また、１５％にあたる８団体（災害救助法適用地域においては、１２％５  

団体）が、「地域振興事務所以外の備蓄場所まで取りに行ける」との回答である

が、２４％にあたる１３団体（災害救助法適用地域においては、２２％９団体、

災害救助法適用外地域においては、３１％４団体）が「取りにいくことはでき

ない」との回答であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

23%

46%

41%

23%

12%

15%

31%

22%

24%

23%

20%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

災害救助法

適用外市町村

災害救助法

適用市町村

県内全市町村

地域振興事務所までなら取りに行ける 地域振興事務所以外の備蓄場所まで取りに行ける

取りにいくことはできない その他

n:54

n:41

n:13

166



問３３ 備蓄物資や物資輸送についての課題・意見・要望について、御記入  

ください。                      （自由記載） 

【主な意見の要旨】 

○支援物資の正確なニーズ把握及び輸送体制を強化して欲しい。 

・市町村のニーズの早期把握と被災自治体が物資を取りに行くことがない 

よう、輸送体制を強化してほしい。 

・混乱した状況下で、物資を取りに行くことが難しい。 

・輸送時間を配慮されたい。到着時間がまちまちで、夜間となったり大幅に 

遅れたり、と受け入れに苦慮した。 

 

○県が保有している備蓄物資の情報について情報提供してもらいたい。 

・県の備蓄物資リストを明確に公表する（どこに，何が，どれだけある） 

・災害発生後でも構わないので、備蓄物資の情報をいただきたい。 

 

○備蓄倉庫の配置を見直して欲しい。 

 

○市町村ニーズに合った備蓄物資を備蓄して欲しい。 

 

○要請元の一元化。 

・物資支援要請を国、県に対し同じ内容で行うこともあったため、要請先を

県に一元化することで効率化が図られると考えます。 
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８ 人的支援（住家被害調査や罹災証明発行業務等のための職員 

派遣）について 

問３５ 県からの応援職員は、どの程度役に立ちましたか。選択肢の番号の 

うち、ひとつだけ回答して下さい。          

 

 県からの応援職員について、回答のあった３１団体のうち６７％の団体が、

「非常に役に立った」、「ある程度役に立った」と回答している。「あまり役に立

たなかった」との回答は６％にあたる２団体であり、「全く役に立たなかった」

と回答した団体はなかった。なお、「その他」は、応援職員を要請していない旨

の回答である。 

 災害救助法適用市町村では、回答のあった２７団体のうち７８％の団体が、

「非常に役に立った」、「ある程度役に立った」と回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

37%

32%

0%

41%

35%

0%

7%

6%

0%

0%

0%

100%

15%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

災害救助法

適用外市町村

災害救助法

適用市町村

県内全市町村

非常に役に立った ある程度役に立った あまり役に立たなかった 全く役に立たなかった その他

n:31 
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問３６ 県からの応援職員をめぐる課題についてお伺いします。以下に挙げ 

たようなことはありましたか。以下の中から該当するもの全ての番号

を記入して下さい。                 （複数選択） 

 

県からの応援職員をめぐる課題について、３０団体から回答があった。回答

団体の４３％が「最初、業務に慣れていないため、手間取っていた」を回答し

ている。        

また、回答団体の３０％が「地理に疎いため市町村の職員と一緒でないと、

業務ができなかった」、「業務に慣れたと思ったら交代するので、引継ぎや説明

の手間が余計にかかった」を回答している。 

なお、「派遣を受けた応援職員の数が不足した」との回答は、２団体からであ

り、いずれも「技術職（土木系）」の応援職員が不足したとの回答だった。 

 

 

43%

30%

30%

13%

20%

7%

40%

54%

38%

38%

17%

25%

8%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

最初、業務に慣れていないため、

手間取っていた

地理に疎いため市町村の職員と

一緒でないと、業務ができなかった

業務に慣れたと思ったら交代するので、

引継ぎや説明の手間が余計にかかった

指揮命令系統が違うので、対応に苦慮した

応援職員派遣が遅かった

派遣を受けた応援職員の数が不足した

その他

県内全市町村 災害救助法適用市町村 災害救助法適用外市町村n:30 n:24 n:6
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問 37 今後、県からの応援職員について、県はどのような取り組みをすべ 

きだと思いますか。以下の中から該当するもの全ての番号を記入し

て下さい。                    （複数選択） 

 

応援職員に係る県の取組みとして、約７０％の団体が「応援職員の専門研修」、

「応援職員への実践的訓練」を回答している。また、３０％の団体は「応援職

員と市町村職員の事前の顔合わせ」を回答し、２４％の団体は「応援職員と市

町村職員との合同訓練」を回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

72%

70%

30%

24%

7%

6%

22%

73%

73%

32%

24%

2%

2%

15%

69%

62%

23%

23%

23%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

応援職員の事前指名

応援職員の専門研修

（住家被害調査や罹災証明発行、避難所運営等）

応援職員への実践的訓練

（住家被害調査や罹災証明発行、避難所運営等）

応援職員と市町村職員の事前の顔合わせ

応援職員と市町村職員との合同訓練

その他

無回答

県内全市町村 災害救助法適用市町村 災害救助法適用外市町村n:54 n:41 n:13
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 問３８ 以下に台風 15 号のときに県が行った対応を挙げました。貴市町村

は、これらの対応をどう評価しますか。           

（１）県内全域 

 

 

（２）災害救助法適用地域 

 

 

 

 

 

7%

9%

11%

6%

41%

46%

37%

44%

17%

11%

11%

24%

0%

15%

7%

9%

35%

19%

33%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

医療機関等

への対応

自衛隊

派遣要請

給水車に

関する対応

県内市町村の

応援調整

適切 まあ適切 多少問題あり 問題あり 無回答

7%

10%

12%

5%

46%

51%

39%

56%

20%

15%

12%

27%

0%

17%

10%

5%

27%

7%

27%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

医療機関等

への対応

自衛隊

派遣要請

給水車に

関する対応

県内市町村の

応援調整

適切 まあ適切 多少問題あり 問題あり 無回答

n:54 

n:41 
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（３）災害救助法適用外地域 

 

県内市町村への応援調整等への評価について、県内全市町村の５０％の団体

である２７団体（回答のあった団体のうち約６０～７０％の団体）が「適切」、

「まあ適切」と回答している。医療機関等への調整について、「問題あり」と回

答した団体はなかったが、それ以外の調整等については、「問題あり」との回答

があった。 
応援調整の問題点としては、「対応が遅い」、「防災危機管理部だけで災害対応

している印象がある」などの回答があった。 
また、自衛隊の派遣においては「要請から自衛隊派遣までに時間を要した」な

どの回答があった。これについては、県と自衛隊との調整により、自衛隊が緊急

に対処すべき案件を優先したため、市町村からの要請に直ちに応じられないこ

ともあったためである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

8%

8%

8%

23%

31%

31%

8%

8%

0%

8%

15%

0%

8%

0%

23%

62%

54%

54%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

医療機関等

への対応

自衛隊

派遣要請

給水車に

関する対応

県内市町村の

応援調整

適切 まあ適切 多少問題あり 問題あり 無回答

n:13
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問 3９ 総務省の「被災市区町村応援職員確保システム」に基づく「総括支援  

チーム」、「対口支援」の派遣を要請することについて貴市町村ではどのよ

うに対応しましたか。選択肢の番号のうち、ひとつだけ回答して下さい。 

 

「被災市区町村応援職員確保システム」での派遣要請について、県内全市町

村の６％にあたる３団体が自らの判断で派遣を要請し、１３％にあたる７団体

は県、国からの説明を受けて派遣を要請している。一方、約２０％にあたる  

１０団体は「応援職員は必要だったが要請しなかった」と回答している。 

また、災害救助法適用外地域の団体からは、「応援職員は必要ではなかったの

で要請しなかった」との回答のみだった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

7%

6%

0%

17%

13%

0%

24%

19%

92%

39%

52%

0%

12%

9%

8%

0%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

災害救助法

適用外市町村

災害救助法

適用市町村

県内全市町村

自らの判断で派遣を要請した 県、国からの制度の説明を受けて派遣を要請した

応援職員は必要だったが要請しなかった 応援職員は必要ではなかったので要請しなかった

その他 無回答

n:54 
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問 39-1 （問 39 で「応援職員は必要だったが要請しなかった」.と回答した場

合にお答えください）派遣を要請しなかった理由について、以下の中か

ら該当するもの全ての番号を記入して下さい。 

 

上記問３９の「応援職員は必要だったが要請しなかった」理由について、  

７０％の団体が「制度をよく知らなかったから」と回答し、２０％の団体が「受

援計画を策定していなかったから」を回答している。「派遣職員の費用負担が問

題になったから」と回答した団体はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

20%

0%

30%

70%

20%

0%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

制度をよく知らなかったから

受援計画を策定

していなかったから

派遣職員の費用負担が

問題になったから

その他

県内全市町村 災害救助法適用市町村n:10  n:10  
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問 40 「被災市区町村応援職員確保システム」について、貴市町村の首長まで

十分理解されていたでしょうか。選択肢の番号のうち、ひとつだけ回答

して下さい。 

 

「被災市区町村応援職員確保システム」に関する首長の理解について、約  

３０％の団体が「十分理解していた」、「ある程度は知っていた」と回答し、   

３５％の団体が「制度名等は知っていた」と回答している。一方、約３０％の

団体は「知らなかった」と回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

5%

6%

38%

22%

26%

23%

39%

35%

15%

32%

28%

8%

2%

4%

8%

0%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

災害救助法

適用外市町村

災害救助法

適用市町村

県内全市町村

十分理解していた ある程度は知っていた 制度名程度は知っていた

知らなかった その他 無回答

n:54

n:41

n:13
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９ ボランティア、NPO との連携について 

問４２ 貴市町村では、今回の災害で、ボランティア・ＮＰＯの協力は十分に

得られたと考えますか。選択肢の番号のうち、ひとつだけ回答して下さ

い。 

 

 ボランティア・NPO との協力について、県内全市町村の約４０％の団体が「十

分に得られた」、「ある程度得られた」と回答した一方、約１５％の団体が「あ

まり得られなかった」、「全く得られなかった」と回答している。 

 なお、全市町村の約４０％にあたる２３団体（災害救助法が適用されていな

い地域では、約９０％にあたる１２団体）が「ボランティア・NPO の協力を必要

とするほどの被害がなかった」と回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

12%

9%

0%

39%

30%

0%

17%

13%

0%

5%

4%

8%

0%

2%

92%

27%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

災害救助法

適用外市町村

災害救助法

適用市町村

県内全市町村

十分に得られた ある程度得られた

あまり得られなかった 全く得られなかった

その他 ボランティア・NPOの協力を必要とする

ほどの被害がなかった

n:54 
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問４２-１ (問 4２で 1.～5.の回答をした場合に回答してください)今回の災

害で、ボランティア・ＮＰＯと協力して対応できたことについて、

以下の中から該当するもの全ての番号を記入して下さい。 

（複数選択） 

 

 ボランティア・ＮＰＯと協力して対応できたことについて、約７０％の団体

が「ボランティアによる被災者支援活動」と回答し、「技術系ＮＰＯによる被災

者支援活動」、「災害ボランティアセンターの運営」は、それぞれ約４０％、   

約３５％の団体から回答があった。 

一方、「避難所の運営など市町村が行う被災者支援」について、ＮＰＯと協力

して対応することができたと回答した市町村が無かった（０団体）。 

 

 

 

 

 

 

 

71%

0%

42%

35%

13%

6%

70%

0%

43%

37%

13%

7%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ボランティアによる被災者支援活動

（被災家屋の片付けなど）

ＮＰＯによる被災者支援活動

（市町村が行う避難所の運営など）

技術系ＮＰＯによる被災者支援活動

（ブルーシート展張・倒木処理など）

災害ボランティアセンターの運営

その他

無回答

県内全市町村 災害救助法適用市町村 災害救助法適用外市町村n:31 n:30  n:1  
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問４３ 今後、ボランティア・ＮＰＯの協力を得るために、どのようなことが

課題になると考えますか。以下の中から該当するもの全ての番号を記入

して下さい。                    （複数選択） 

 

ボランティア・ＮＰＯの協力を得るための課題として、「社会福祉協議会との

連携強化」の回答が一番多く、県内全市町村の約８０％が回答している。また、

「ボランティア希望者への情報発信」、「地域で活動するＮＰＯの把握・ネット

ワーク体系の整備」、「技術系ＮＰＯなどとの連携」も多くの団体が課題として

回答している。 
 「技術系ＮＰＯなどとの連携」、「ボランティアセンターの運営改善」について

は、災害救助法が適用された市町村では、それぞれ約５４％、約３７％の団体が

回答しているものの、災害救助法が摘要されていない市町村では約３１％、約

８％の団体からの回答に留まっている。 
 

61%

48%

48%

28%

78%

17%

20%

30%

7%

4%

63%

46%

54%

27%

78%

15%

22%

37%

7%

2%

54%

54%

31%

31%

77%

23%

15%

8%

8%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ボランティア希望者への情報発信

地域で活動するＮＰＯの把握・

ネットワーク体系の整備

技術系ＮＰＯなどとの連携

ボランティア・ＮＰＯ

活動費用の負担

社会福祉協議会との連携強化

中間支援組織との連携強化

ＮＰＯへの協力要請を行う上での

根拠の整備（地域防災計画での規定

・ＮＰＯとの協定等）

ボランティアセンターの運営改善

その他

無回答

県内全市町村 災害救助法適用市町村 災害救助法適用外市町村n:54 n:41 n:13 
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第 1 回検証会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回検証会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回検証会議（座長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回検証会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地視察（鋸南町岩井袋地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地視察（鋸南町岩井袋地区） 

 

 

検証会議及び現地視察の様子 
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現地視察（鋸南町ヒアリング） 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地視察（鋸南町ヒアリング） 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地視察（南房総市富浦漁港） 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地視察（南房総市富浦漁港） 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地視察（南房総市ヒアリング） 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地視察（南房総市ヒアリング） 
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おわりに 

                                      

 

 本検証のとりまとめにあたり「令和元年台風１５号等災害対応検証会議」委員の

皆様には、専門的見地から御助言・御指導等をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 

 本検証でとりまとめた内容は、防災担当部局を始め各関係部局において、フォロ

ーアップを行いながら、今後の防災対策の充実・強化等に向けた具体的な対策、  

取組に活かしていくとともに、いつやってくるかわからない大災害に備え、各関係

部局において不断の見直しを続けてまいります。 

 なお、地域防災計画については、まず、災害対策本部設置基準の見直しや情報連

絡員（リエゾン）の早期派遣のための体制構築など、的確な初動体制の確立や県庁

全体で危機管理意識を共有するために必要な修正を速やかに行い、引き続き、  

とりまとめた内容を踏まえた見直しを進めてまいります。 

 

 一方、このたびの災害対応において、県と市町村との連携が不十分であったとの

指摘もありました。災害対応という非常時においては、普段以上に県と市町村の 

十分な連携が必要となるため、改めて普段からお互いの顔が見える関係づくりに 

取り組み、県と市町村との連携を強化するとともに、市町村の防災対策等を支援 

してまいります。 

 また、市町村アンケートの結果、市町村と認識の相違がある事項や国の被災市区

町村応援職員確保システムなど、より一層周知が必要な事項も明らかとなったこと

から、地域振興事務所と協力して各地域において説明会を開催したところです。 

今後とも、様々な機会を設け、市町村との緊密な連携に努めてまいります。 

 

 他方、災害対応においては、県や市町村の対応だけでなく、国、関係機関、県民

の皆様がそれぞれの役割に即した対応も必要であるため、行政・関係機関による 

緊密な連携・情報共有等ができる体制づくりに努めるとともに、県民の皆様による

自助・共助などの防災・減災対策の推進にも取り組んでまいります。 

 

 今回の一連の災害は、過去に本県が経験した災害と比べて非常に大きな被害を 

もたらしました。県では令和元年１０月２１日に「千葉県災害復旧・復興本部」を

設置しております。被災した県民の皆様の支援に引き続き全力で取り組んでまいり

ます。 
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